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令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合窓口ＰＲ業務 

企画提案募集（プロポーザル方式）実施要領 

 

１ 企画提案を募集する業務 

令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合窓口ＰＲ業務 

 

２ 趣旨・目的 

本県産業のＤＸを推進することを目的として開設している「青森県ＤＸ総合窓口」

を周知するとともに、利用者の増加に資することを目的として、主に県内の３０代～

４０代の中小企業経営者又は管理者若しくはそれに準じる者（以下「メインターゲッ

ト」という。）に対し、ＳＮＳを通じて「青森県ＤＸ総合窓口」が行う支援※に関す

る情報を定期的に配信する。 

※事業者のＤＸ推進のためのオンラインセミナー（ＤＸ入門セミナー）、「青森 

県ＤＸ総合窓口」による個別相談等の施策をいう。 

 

３ 実施業務（詳細は別紙仕様書のとおり） 

（１）ＳＮＳアカウントの作成 

（２）配信内容（コンテンツ）の制作 

（３）ＳＮＳによる情報配信 

（４）視聴状況等に係る定期的な県への報告 

（５）課題等の報告 

 

４ 委託経費上限額 

２，５８８，０００円（消費税及び地方消費税額相当額を含む。） 

※実際の契約額は、事業者の決定後に企画書の内容に基づき見積合わせを行った 

上で決定する。 

 

５ 委託期間 

契約締結日から令和９年３月１５日（月）までとする。 

 

６ 企画提案応募資格 

応募資格を有する者は、応募する時点で次の要件を全て満たす者とする。 

（１）青森県内に事務所又は事業所を有する法人又は個人事業主であること。 

（２）地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の４の規定により、本

県における一般競争入札に参加できない者でないこと。 

（３）青森県発注の契約に係る指名停止を受けていない者であること。 

（４）国税・都道府県税・市区町村税の滞納がないこと。 

（５）会社更生法又は民事再生法等による手続きを行っている者でないこと。 

（６）宗教活動若しくは政治活動を主たる目的とする団体、特定の公職者（候補者を

含む。）や政党などを推薦、支持又は反対する目的の団体、暴力団若しくは暴力

団員の統制の下にある団体や個人でないこと。 
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（７）特定非営利活動法人（ＮＰＯ法人）については、特定非営利活動促進法第２９

条に基づく事業報告書等を提出していること。 

 

７ 応募方法 

（１）提出書類 

ア 参加表明書（様式１） 

イ 企画提案提出書（様式２及び付表） 

ウ 企画提案書 

(ｱ)  記載事項 

別紙仕様書（案）及び別添「令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合 

窓口ＰＲ業務に係る企画提案競技評価項目及び評価基準」を確認の上、記載 

すること。なお、提案に当たっては、次の①～④の項目に関する提案を含め 

ること。 

①情報配信を行うためのＳＮＳの種類。ＳＮＳ以外の媒体に関する活用案が 

ある場合は当該媒体の種類。 

②「青森県ＤＸ総合窓口」にメインターゲットの関心を惹きつけるための配 

信内容（コンテンツ）のデザイン性及び表現力に関する提案（スマートフ 

ォンでの閲覧を想定したビジュアル表現を含む。）。なお、デザイン性の 

審査を行うため、ＤＸ入門セミナーに関する内容として１コンテンツ、青 

森県ＤＸ総合窓口に関する内容として１コンテンツの計２コンテンツを提 

出する。 

③メインターゲットの関心を惹きつけるための配信内容の企画に関するアイ 

デア及びその創造性。本企画には、冬期間にインプレッション及びクリッ 

ク数が伸びるようなコンテンツの企画を含む。 

④メインターゲットのインプレッション及びクリック数の増加に向けた創意 

工夫（配信時期・頻度・ターゲティング手法等を含む。）。 

(ｲ)  体裁 

 ・様式は任意とするが、サイズは日本産業規格Ａ４横サイズとすること。な 

お、動画を制作する場合は、企画提案書とは別葉とし、ＭＰ４ファイルと 

すること。 

・ページ数に上限は設けないが、企画提案競技におけるプレゼンテーション 

の説明時間（１５分間）内に説明できること。 

・右下にページ番号を記載すること。 

エ 全体スケジュール 

オ 経費積算書（様式３） 

上記４「委託経費上限額」に示す金額以内（消費税及び地方消費税相当額を 

含めた金額を記載）で見積もり、経費区分ごとの積算内訳（単価、数量）が分 

かるように作成すること。 

カ 事業者・団体の概要が分かるもの 

会社案内・パンフレット等、応募者の概要や事業実績が分かる資料 

キ 会社については商業登記簿の写し、個人事業主については個人事業の開廃業 

等届出書の控えの写し、各種法人や各種組合については登記簿の写し、任意団 
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体については団体規約の写し、又はこれらの事項を証明するもの 

 

（２）提出期限 

参加表明書（上記（１）ア）      令和８年５月２８日（木）１７時必着 

企画提案提出書等（上記（１）イ～キ） 令和８年６月 ４日（木）１７時必着 

 

（３）提出方法 

上記７（１）に示す提出書類（上記（１）イ～キにあっては書類一式）を、青 

森県総合政策部ＤＸ推進課産業・しごとＤＸグループあて電子メールにより提出 

すること。 

なお、電子メール１通当たりの容量が１０ＭＢを超える場合は添付ファイルの 

受領ができないため、クラウドサービス等により提出すること。また、動画デー 

タを提出する場合は、当該動画データのみ DVD-R により下記 13 の住所あてに提 

出することを妨げない。 

 

（４）留意事項 

ア 企画提案は１者につき１提案とする。 

イ 提出された書類に虚偽又は不正があった場合は失格とする。 

ウ 提出された書類の内容を変更することはできない。 

エ 必要により提出された応募書類の内容について、関係機関に照会する場合が 

ある。 

オ 提出された書類は、原則として県に対する情報公開の対象文書となる。 

カ 提出後に辞退する場合は、辞退届（任意様式・Ａ４判）を提出すること。 

 

８ 応募に関する質問及び回答 

（１）質問受付期限 

令和８年５月２１日（木）１７時必着 

 

（２）質問方法 

質問書（様式４）に記入の上、下記「１３ 問い合わせ先・応募窓口」に対し電

子メール（ＰＤＦ形式）により提出すること。なお、口頭（電話を含む。）による

質問は受け付けない。 

 

（３）回答方法 

回答は、令和８年５月２５日（月）までに質問書を提出した者あてに回答する 

ほか、当課のホームページに質問者名を伏せて掲載する。 

 

９ 事業実施候補者の選定 

（１）審査 

ア 企画提案された内容について、プレゼンテーション（オンライン）による審 

査を実施する。なお、プレゼンテーションの際のログインＩＤ等については令和 

８年５月２９日（金）以降に参加表明書提出者あてに電子メールにより通知す 
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る。 

イ プレゼンテーションにおける１社当たりの説明時間は１５分、審査員による 

質問時間は１５分（計３０分）とし、本委託業務の業務責任者など、本業務に 

従事する者がプレゼンテーション及び質問に対応するものとする。 

ウ 審査は、県職員で構成する審査員が、審査基準に基づき実施する。 

エ 審査の結果、最も総得点の高い提案者を本提案競技の最優秀提案者とし、次 

に総得点の高い提案者を優秀提案者とする。 

  オ 複数の提案者が最高総得点で並んだ場合、審査員の多数決により順位を決定 

する。 

カ 総合評価点が 5 割に達しない場合は、受注候補者として選定しない。 

 

（２）審査基準 

   別添「令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合窓口ＰＲ業務に係る企画提

案競技評価項目及び評価基準」のとおりとする。 

 

10 審査結果の通知と委託契約の締結 

（１）審査結果の通知等 

審査結果は、採否を問わず全ての提案者に対して電子メール（審査結果通知文 

を添付）により通知する。なお、審査結果に関する質問は受け付けない。 

 

（２）委託契約の締結及び権利の帰属 

ア 企画提案競技審査において最優秀提案者となった者を受注候補者とし、企画 

提案書を参考に協議を行い、改めて見積書を徴取し、その内容を精査した上で 

随意契約による委託契約を締結する。 

  イ 業務内容については、最優秀提案者の企画提案書内容をそのまま実施するこ 

とを約束するものではなく、詳細について協議の上、決定する。 

  ウ 上記（１）の協議が調わない場合には、優秀提案者を受注候補者とし、企画 

提案書を参考に協議を行い、協議が調った場合、契約を締結する。 

エ 委託契約は、地方自治法や青森県財務規則をはじめとする諸規程に基づき締 

結する。 

オ 本委託業務により制作された資料等に係る著作権（著作権法第２７条及び第 

２８条の権利を含む。）及び所有権等は、原則として委託料の支払いが完了し 

た時に受注者から県に移転するとともに、委託事業の成果等は青森県に帰属 

し、県が、県の業務において使用する場合において、受注者の許諾なく自由に 

使用できるものとする。 

 

11 全体スケジュール（予定） 

  令和８年５月 １日（金）  ：公告 

令和８年５月２１日（木）  ：質問受付期限（１７時必着） 

令和８年５月２５日（月）まで：質問回答 

  令和 8 年５月２８日（木）  ：参加表明書提出期限（１７時必着） 

令和 8 年６月 ４日（木）  ：企画提案提出書等提出期限（１７時必着） 
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令和 8 年６月１１日（木）  ：企画提案競技審査（プレゼンテーション） 

令和８年６月１５日（月）以降：実施結果の通知 

令和 8 年６月下旬      ：契約締結 

 

12 その他留意事項 

（１）応募に要する経費は、全て応募者の負担とする。 

（２）提出された企画提案書は返却しないものとする。 

（３）本委託業務の実施に当たっては、委託契約書及び仕様書に従うとともに、関係 

法令を遵守すること。 

（４）事業の受注により得られた情報等については、委託業務終了後においても守秘 

義務があるので、留意すること。 

（５）本委託業務で使用する画像・映像等の著作権及び肖像権など権利関係の調整及 

び処理は、受注者が行うこと。 

（６）受注者は、本委託業務を履行する上で個人情報を取り扱う場合には、個人情報

の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）等を遵守すること。 

（７）その他、契約書及び仕様書に定めのない事項や細部の業務内容については、県 

と協議して決定するものとする。 

 

13 問い合わせ先・応募窓口 

青森県 総合政策部 ＤＸ推進課 産業・しごとＤＸグループ（県庁南棟３階） 

所在地 〒030-8570 青森市長島１丁目１番１号 

電 話 017-734-9418 

Ｅ-mail dxsuishin@pref.aomori.lg.jp 

 

14 関連書類及び提出様式 

（１）関連書類 

・別紙 令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合窓口ＰＲ業務仕様書（案） 

・別添 「令和８年度ＳＮＳ活用による青森県ＤＸ総合窓口ＰＲ業務に係る企画 

提案競技評価項目及び評価基準」 

（２）提出様式 

・様式１ 参加表明書 

・様式２ 企画提案提出書 

・様式３ 経費積算書 

・様式４ 質問書 


